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【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成24年５月９日提出

【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　數間　浩喜

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番16号

【事務連絡者氏名】 吉田　雄資

【電話番号】 03-5290-3423

【届出の対象とした募集（売出）内国投

資信託受益証券に係るファンドの名称】

アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）

円ヘッジコース

【届出の対象とした募集（売出）内国投

資信託受益証券の金額】

募集額　3,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出し、平成24年１月６日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と

いいます。）につきまして訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものであります。

 

２【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　　は訂正内容を示します。

 

第一部【証券情報】

（３）発行（売出）価額の総額

＜訂正前＞

①当初申込期間　1,000億円を上限とします。

②継続申込期間　3,000億円を上限とします。

（略）

＜訂正後＞

3,000億円を上限とします。

（略）

 

（４）発行（売出）価格

＜訂正前＞

①当初申込期間　１口当たり１円とします。

②継続申込期間　取得申込受付日
※１
の翌営業日の基準価額

※２
とします。

（略）

＜訂正後＞

取得申込受付日
※１
の翌営業日の基準価額

※２
とします。

（略）

 

（５）申込手数料

＜訂正前＞

　申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口当たり１円）に、3.675％

（税抜3.5％）を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。

（略）

＜訂正後＞

　申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定

める手数料率を乗じて得た額です。

（略）

 

（７）申込期間

＜訂正前＞

①当初申込期間　平成24年１月23日から平成24年１月24日までです。

②継続申込期間　平成24年１月25日から平成24年11月９日までです。

（略）

＜訂正後＞

継続申込期間　平成24年１月25日から平成24年11月９日までです。

（略）

 

（９）払込期日
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＜訂正前＞

①当初申込期間

当ファンドの受益権の取得申込者は、当初申込期間中にお申込代金を販売会社に支払います。

当初申込期間中に、投資家から申込まれた募集に係る取得申込受付日の発行価額の総額は、設定日に委

託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

②継続申込期間

当ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社によっ

て異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

継続申込期間中に、投資家から申込まれた募集に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託

が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま

す。

＜訂正後＞

当ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社によっ

て異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

投資家から申込まれた募集に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託

会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１　ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜訂正前＞

（略）

＜ファンドの特色＞
（略）

（略）
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（略）

＜訂正後＞

（略）

＜ファンドの特色＞
（略）

（略）

（略）
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（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

平成24年１月25日　信託契約締結、設定、運用開始（予定）

＜訂正後＞

平成24年１月25日　信託契約締結、設定、運用開始

 

（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（略）

③　委託会社等の概況

(ⅰ)資本金の額　1,550百万円　（平成23年11月末現在）

（略）

(ⅲ)大株主の状況（平成23年11月末現在）

（略）

＜訂正後＞

（略）

③　委託会社等の概況

(ⅰ)資本金の額　1,550百万円　（平成24年３月末現在）

（略）

(ⅲ)大株主の状況（平成24年３月末現在）

（略）
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２　投資方針

（３）運用体制

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

（運用体制）

①投信投資戦略会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。

②各資産投資戦略会議は、投信投資戦略会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、運

用計画を策定します。

③各資産投資戦略会議で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を

執行します。

④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、投信投資戦略会議に報告されます。また、売買チェック、

リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確認を行い、コ

ンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。

（社内規程）

社内規程で当ファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種規

程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュアル」等の

服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。

また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項等を定

めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
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３　投資リスク

＜訂正前＞

（略）

＜リスクの管理体制＞

ファンドのリスク要因の分析・検証は、毎月開催される外部委託運用会議で行われるとともに、コンプライ

アンス・リスク管理部にて検証の上、その結果はコンプライアンス・リスク管理委員会へ報告されることに

なっています。また、外部委託運用部では投資制限の遵守状況をモニターするとともに、運用委託先による運用

結果や、ポートフォリオの各種リスク特性を表す指標について分析を行い、投信投資戦略会議および外部委託

運用会議において報告を行っております。

＜訂正後＞

（略）

＜リスクの管理体制＞
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４　手数料等及び税金

（１）申込手数料

＜訂正前＞

＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞

時期 項目 費用・税金

申込み時
申込手数料及び

消費税等相当額

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込

期間中は１口当たり１円）に3.675％（税抜 3.5％）を上限とし

て販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わ

せください。

（略）

＜訂正後＞

＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞

時期 項目 費用・税金

申込み時
申込手数料及び

消費税等相当額

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.675％

（税抜 3.5％）を上限として販売会社が定めた申込手数料率を乗

じて得た額です。

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わ

せください。

（略）

 

（３）信託報酬等

＜訂正前＞

（略）

⑤（略）

※上記の信託報酬等は、平成24年１月６日現在のものであり、今後変更となる場合があります。また、上記

のほかファンドの設立・開示に関する費用等（弁護士報酬等）、資産に関する租税、組入有価証券の売

買時の売買委託手数料、事務の処理に要する費用および監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要

する費用、借入金の利息および立替金の利息、その他の実費などを負担する場合があります。

（略）

＜訂正後＞

（略）

⑤（略）

※上記の信託報酬等は、平成24年５月９日現在のものであり、今後変更となる場合があります。また、上記

のほかファンドの設立・開示に関する費用等（弁護士報酬等）、資産に関する租税、組入有価証券の売

買時の売買委託手数料、事務の処理に要する費用および監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要

する費用、借入金の利息および立替金の利息、その他の実費などを負担する場合があります。

（略）
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（５）課税上の取扱い

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

①　個人の受益者に対する課税

＜収益分配時＞

［平成24年12月31日まで］

　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10％（所得税７％および地方税３％）の税

率が適用されます。

 

［平成25年１月１日から平成25年12月31日まで］

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、10.147％（所得税7.147％および地方税

３％）の税率が適用されます。

※上記税率は、平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15.315％および地方税５％）となる予定で

す。

 

＜一部解約時および償還時＞

［平成24年12月31日まで］

　一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得等として課税対象となり、10％（所得

税７％および地方税３％）の税率が適用されます。

 

［平成25年１月１日から平成25年12月31日まで］

一部解約時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得等として課税対象となり、10.147％

（所得税7.147％および地方税３％）の税率が適用されます。

※上記税率は、平成26年１月１日以降は20.315％（所得税15.315％および地方税５％）となる予定で

す。

 

②　法人の受益者に対する課税

［平成24年12月31日まで］

　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につ

いては、７％（所得税７％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はあり

ません。

 

［平成25年１月１日から平成25年12月31日まで］

　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額につ

いては、7.147％（所得税7.147％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収

はありません。

※上記税率は、平成26年１月１日以降は15.315％（所得税15.315％）となる予定です。

 

(注１)　個別元本について

・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料

にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど

当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる場合

があります。受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本

から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記＜収益分配金の課税について＞をご参照くださ

い。）
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(注２)　収益分配金の課税について

・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払

戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。受益者が収

益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また

は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が

元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が

普通分配金となります。

　なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当

該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

 

※　配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

※　上記は、税法が改正された場合等には、変更になることがあります。

※　課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家または税務署等にご確認ください。
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５　運用状況

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

（１）投資状況

  平成24年２月29日現在

資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 日本 16,440,014 1.00

投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,473,779,21389.49

現金及びその他の資産（負債控除後）  156,684,939 9.51

合計(純資産総額)  1,646,904,166100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

 

＜参考＞

上記表における「親投資信託受益証券」は、全て「マネープールマザーファンド」の受益証券でありますが、

同マザーファンドの全体の投資状況は以下のとおりです。

 

マネープールマザーファンド

  平成24年２月29日現在

資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％）

公社債 日本 57,989,936 67.94

現金及びその他の資産（負債控除後）  27,366,709 32.06

合計(純資産総額)  85,356,645 100.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

ａ．評価額上位30銘柄

   平成24年２月29日現在

国/
地
域
種類 銘柄名

保有数量
（口）

簿価
単価
（円）

簿価金額
（円）

評価
単価
（円）

評価金額
（円）

評価損益
（円）

投資
比率
（％）

ケ
イ
マ
ン
諸
島

投資
信託
受益
証券

NikkoAM Asia Investment
Series-NikkoAM
AsiaHighYieldBondFund I

1,792,266.8812.871,456,871,026822.301,473,779,21316,908,18789.49

日
本

親投
資信
託受
益証
券

マネープールマザーファンド 16,436,7271.000216,440,0051.000216,440,0149 1.00

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

 

ｂ．種類別投資比率

 平成24年２月29日現在

種類 投資比率（％）

親投資信託受益証券 1.00

投資信託受益証券 89.49

合計 90.49
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（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類別の時価の比率です。

 

②投資不動産物件

該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

 

＜参考＞マネープールマザーファンド

①投資有価証券の主要銘柄

ａ．評価額上位30銘柄

平成24年２月29日現在

順
位
発行地 銘柄名 種類 額面

通
貨

簿価
単価
（円）

簿価金額
（円）

評価
単価
（円）

評価金額
（円）

利率
（％）

償還日
投資
比率
（％）

1 日本 208　国庫短期証券 国債証券 30,000,000円 99.9629,987,61099.9629,987,4900.112012/7/2035.13

2 日本 292　2年国債 国債証券 18,000,000円 100.0318,005,500100.0218,003,3660.202012/5/1521.09

3 日本 220　国庫短期証券 国債証券 10,000,000円 99.969,995,83099.999,999,0800.102012/3/911.71

（注1）評価額組入上位30銘柄について記載しています。

（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

 

ｂ．種類別投資比率  

 平成24年２月29日現在

資産の種類 投資比率（％）

国債証券 67.94

合計 67.94

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する種類別の時価の比率です。

 

②投資不動産物件

　該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

　該当事項はありません。

 

（３）運用実績

①純資産の推移

平成24年２月29日及び同日前１年以内における各月末の純資産の推移は以下のとおりです。

  １万口当たり純資産額 ファンドの純資産総額

  
分配落ち

（円）

分配付き

（円）

分配落ち

（円）

分配付き

（円）

第１期末 (平成24年２月10日) 10,120 10,220 342,522,687345,907,224

　 平成24年１月末 10,080 － 64,557,271－

　 ２月29日 10,256 － 1,646,904,166－

 

②分配の推移

期間 １万口当たりの分配金（円）
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第１期
自　平成24年１月25日
至　平成24年２月10日

100

 

③収益率の推移

 収益率（％）

第１期 2.20

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基

準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た

数に100を乗じて得た数です。

 

（４）設定及び解約の実績

 

　当ファンドの設定日（平成24年１月25日）から第１期末（平成24年２月10日）までの設定及び解約の実績は

次のとおりです。

 

 設定口数（口） 解約口数（口）

第１期 346,953,706 8,500,000

（注1）設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。

（注2）本邦外における設定及び解約はありません。
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＜参考情報＞
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第２【管理及び運営】

１　申込（販売）手続等

＜訂正前＞

(１)　当ファンドの受益権の取得申込みは、当初申込期間（平成24年１月23日から平成24年１月24日まで）

は販売会社の営業時間内にお申込みいただくことができます。

継続申込期間（平成24年１月25日から平成24年11月９日まで）は、申込期間内における毎営業日にお

いて、いつでも申込みいただくことができます。ただし、シンガポールの銀行休業日においては、取得の

お申込みを受付けないものとします。

（略）

(３)　当該受益権の申込価額は、当初申込期間（平成24年１月23日から平成24年１月24日まで）は１口当た

り１円です。継続申込期間（平成24年１月25日から平成24年11月９日まで）は取得申込受付日の翌営業

日における基準価額
※
とします。

（略）

(４)　お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得申込

受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中は１口あたり１円）に、3.675％（税抜3.5％）を上限と

して販売会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。

（略）

＜訂正後＞

(１)　申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。ただし、シンガポー

ルの銀行休業日においては、取得のお申込みを受付けないものとします。

（略）

(３)　当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額
※
とします。

（略）

(４)　お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得申込

受付日の翌営業日の基準価額に、3.675％（税抜3.5％）を上限として販売会社が定めた申込手数料率を

乗じて得た額です。

（略）

 

３　資産管理等の概要

（４）計算期間

＜訂正前＞

　当ファンドの計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。なお、前記の原則により各

計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は

該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第１期計算期間

は、平成24年１月25日から平成24年２月10日までとし、最終計算期間の終了日は、信託約款第４条に定め

る信託期間の終了日とします。

＜訂正後＞

　当ファンドの計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。なお、前記の原則により各

計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は

該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の

終了日は、信託約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
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第３【ファンドの経理状況】

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

 

１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）ならびに同規則第２条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算

規則」という。）に基づいて作成しております。

　　なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。

２．当ファンドの計算期間は６ヶ月未満であるため、財務諸表は６ヶ月毎に作成しておりますが、当

期特定期間につきましては設定日が平成24年１月25日であるため、平成24年１月25日から平成24

年２月10日までとなっております。

 

３．当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、平成24年１月25日から平成24

年２月10日までの財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

 
　　次へ
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１　財務諸表
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
（１）貸借対照表

（単位：円）

当期
(平成24年２月10日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 114,838,573

投資信託受益証券 275,871,026

親投資信託受益証券 2,250,005

流動資産合計 392,959,604

資産合計 392,959,604

負債の部

流動負債

未払金 47,000,000

未払収益分配金 3,384,537

未払受託者報酬 1,700

未払委託者報酬 50,573

その他未払費用 107

流動負債合計 50,436,917

負債合計 50,436,917

純資産の部

元本等

元本 338,453,706

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,068,981

純資産合計 342,522,687

負債純資産合計 392,959,604

　　次へ
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（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）

当期
自　平成24年１月25日
至　平成24年２月10日

営業収益

受取配当金 2,052,741

受取利息 1,565

有価証券売買等損益 1,901,031

営業収益合計 3,955,337

営業費用

受託者報酬 1,700

委託者報酬 50,573

その他費用 107

営業費用合計 52,380

営業利益 3,902,957

経常利益 3,902,957

当期純利益 3,902,957

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △23,279

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 3,591,361

当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

3,591,361

剰余金減少額又は欠損金増加額 64,079

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

64,079

分配金 3,384,537

期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,068,981

　　次へ
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（３）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 当期

区分 自　平成24年１月25日

 至　平成24年２月10日

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

親投資信託受益証券・投資信託受益証券

移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。

２．費用・収益の計上基準 （1）受取配当金の計上基準

 受取配当金は、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額

又は予想配当金額を計上しております。

 （２）有価証券売買等損益の計上基準

 約定日基準で計上しております。

３．その他 当ファンドは平成24年１月25日に設定されたため、当期特定期間は平

成24年１月25日から平成24年２月10日までとなっております。

 

 

（貸借対照表に関する注記）

 当期

 （平成24年２月10日現在）

１．計算期間末日における受益権の総数 338,453,706口

２．計算期間の末日における１単位当たりの純資

産の額

１口当たり純資産額　1.0120円

(１万口当たり純資産額　 10,120円）

 

 

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

当期

自　平成24年１月25日

至　平成24年２月10日

１．分配金の計算過程

平成24年１月25日から平成24年２月10日に至る計算期間末に、経費控除後の配当等収益

（2,027,330円）（本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含む）、有価証券売買等損

益（1,898,906円）及び収益調整金（3,527,282円）を対象収益（7,453,518円）として、委託者が

基準価額の水準、市況動向等を勘案した結果、配当等収益から1,692,269円、収益調整金から

1,692,268円の合計3,384,537円（１万口当り100円）を分配に充てることに決定しました。

 

 

（金融商品に関する注記）

 当期

 自　平成24年１月25日

 至　平成24年２月10日

１．金融商品の状況に関する事項 （１）金融商品に対する取組方針

当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品

を投資として運用することを目的としております。

 （２）金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク

 ①金融商品の内容
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 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ロー

ン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する

有価証券の詳細は（有価証券関係）に記載しております。

 ②金融商品に係るリスク

 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、金利変動リス

ク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクに

晒されております。

 （３）金融商品に係るリスク管理体制

 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確

認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リス

ク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視

し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的

に報告しております。

 市場リスク

 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等に

より、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。

 信用リスク

 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること

等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理

しております。

 流動性リスク

 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファ

ンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。

 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内

部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要

に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。

 （４）金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該

価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま

す。

２．金融商品の時価等に関する事

項

（１）貸借対照表計上額、時価およびその差額

当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価

されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

 （２）時価の算定方法

 ①親投資信託受益証券・投資信託受益証券

 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

 

 

（関連当事者との取引に関する注記）

当期

（平成24年２月10日現在）
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該当事項はございません。

 

 

（その他の注記）

 当期

 自　平成24年１月25日

 至　平成24年２月10日

信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額

及び期中解約元本額

 

期首元本額 8,500,000円

期中追加設定元本額 338,453,706円

期中解約元本額 8,500,000円

 

 

（有価証券関係）

当期（自平成24年１月25日　至平成24年２月10日）

売買目的有価証券

種類
当計算期間の損益に含まれた

評価差額（円）

投資信託受益証券 1,901,026

親投資信託受益証券 5

合計 1,901,031

 

（デリバティブ取引等関係）

　該当事項はございません。
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（４）附属明細表

　①　有価証券明細表

（Ⅰ）株式

　　　　該当事項はございません。

 

（Ⅱ）株式以外の有価証券

　　　　次表の通りです。

   平成24年２月10日現在

種類 銘柄 券面総額（口） 評価金額（円） 備考

投資信託受益証券

NikkoAM Asia Investment

Series-NikkoAM Asia High

Yield Bond Fund I

341,416.510275,871,026－

合計 ―――――――― 341,416.510275,871,026－

 

   平成24年２月10日現在

種類 銘柄 券面総額（口） 評価額（円） 備考

親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 2,249,5562,250,005－

合計 ―――――――― 2,249,5562,250,005－

（注）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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＜参考＞

当ファンドは「マネープールマザーファンド」受益証券および「NikkoAM Asia Investment

Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fund」のクラス１に係る投資信託の受益証券を主要投資対象とし

ております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて「マネープールマザー

ファンド」の受益証券であり、「投資信託受益証券」はすべて「NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM

Asia High Yield Bond Fund」のクラス１に係る投資信託の受益証券であります。なお、同マザーファンドの

状況は次のとおりです。

 

＊なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。

 

マネープールマザーファンドの状況

 

（1）貸借対照表

 

 （平成24年２月10日現在）

区分 金額（円）

資産の部  

Ⅰ　流動資産  

　　　コール・ローン 3,777,911

　　　国債証券 37,998,204

　　　未収利息 2,575

　　　前払費用 5,966

流動資産合計 41,784,656

資産合計 41,784,656

負債の部  

Ⅰ　流動負債  

　　　該当事項なし －

流動負債合計 －

負債合計 －

純資産の部  

元本等  

Ⅰ　元本  

　　　元本 41,775,047

Ⅱ　剰余金  

　　　剰余金 9,609

純資産合計 41,784,656

負債・純資産合計 41,784,656

 

「マネープールマザーファンド」は、平成23年９月30日に信託契約を締結し、平成24年８月10日に第１

期決算を行います。上の表は、平成24年２月10日現在における同マザーファンドの状況です。（同マザー

ファンドの計算期間は「アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース」の計算

期間とは異なります。）
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（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

 自　平成24年１月25日

区分 至　平成24年２月10日

１．有価証券の評価基準及

び評価方法

国債証券

個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。

時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気

配値段、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相

場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入

手した価額で評価しております。

 ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が

時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠

実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託

者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価し

ております。

２．費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準

 約定日基準で計上しております。

 

 

（貸借対照表に関する注記）

 （平成24年２月10日現在）

１．計算期間末日における受益権の総数 41,775,047口

２．計算期間の末日における１単位当たりの純

資産の額

１口当たり純資産額　1.0002円

(１万口当たり純資産額　 10,002円）

 

 

（金融商品に関する注記）

 自　平成24年１月25日

 至　平成24年２月10日

１．金融商品の状況に関する事項 （１）金融商品に対する取組方針

 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に基づき金融商品

を投資として運用することを目的としております。

 （２）金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク

 ①金融商品の内容

 当ファンドが保有している金融商品は、有価証券、コール・ロー

ン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する

有価証券の詳細は（有価証券関係）に記載しております。

 ②金融商品に係るリスク

 当ファンドが実質的に保有している金融商品は、金利変動リスク

等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。

 （３）金融商品に係るリスク管理体制

 委託会社では、運用に係る各種リスクについて運用部門が自ら確

認するとともに、運用部門とは独立したコンプライアンス・リス

ク管理部が、全社リスク管理基本規程に従い各種リスクを監視

し、その状況をコンプライアンス・リスク管理委員会等に定期的

に報告しております。
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 市場リスク

 金融市場における各金融商品の時価の推移を把握すること等に

より、ファンドの運用方針への遵守状況を管理しております。

 信用リスク

 各金融商品の発行体の格付等信用情報をモニタリングすること

等により、ファンドの投資制限等、運用方針への遵守状況を管理

しております。

 流動性リスク

 必要に応じて時価の推移をモニタリングすること等により、ファ

ンドで保有する金融商品の流動性の状況を管理しております。

 また、内部監査部が運用リスク管理の適切性・有効性について内

部監査を実施し、その結果を取締役会に報告するとともに、必要

に応じて是正勧告及びそのフォローアップを実施しております。

 （４）金融商品の時価等に関する事項の補足説明

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該

価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異

なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま

す。

２．金融商品の時価等に関する事

項

（１）貸借対照表計上額、時価およびその差額

当該ファンドの保有する金融商品は、原則としてすべて時価評価

されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ

ん。

 （２）時価の算定方法

 ①国債証券

 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

 短期間で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

 

 

（関連当事者との取引に関する注記）

（平成24年２月10日現在）

該当事項はございません。
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（その他の注記）

 自　平成24年１月25日

 至　平成24年２月10日

開示対象ファンドの期首における当該マザー

ファンドの元本額
21,889,000円

同期中における追加設定元本額 19,886,047円

同期中における解約元本額 －円

同期末における元本の内訳*  

　ファンド名  

　りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドア

ジア通貨コース
8,869,777円

　りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高

金利通貨コース
1,409,885円

　りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブ

ラジルレアルコース
12,788,387円

　りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日

本円コース
13,987,903円

　アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分

配型)為替ヘッジなしコース
2,469,539円

　アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分

配型)円ヘッジコース
2,249,556円

　（合計） 41,775,047円

＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

 

（有価証券関係）

（自平成24年１月25日　至平成24年２月10日）

売買目的有価証券

種類
当計算期間の損益に含まれた

評価差額（円）

国債証券 1,314

合計 1,314

 

 

（デリバティブ取引等関係）

該当事項はございません。

 

（3）附属明細表

　①　有価証券明細表

（Ⅰ）株式

　　　該当事項はございません。
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（Ⅱ）株式以外の有価証券

次表の通りです。

   平成24年２月10日現在

種類 銘　　柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考

国債証券 208　国庫短期証券 10,000,000 9,995,060－

 220　国庫短期証券 10,000,000 9,999,040－

 292　2年国債 18,000,000 18,004,104－

国債証券計 銘柄数：3 38,000,000 37,998,204－

ファンド計 銘柄数：3 38,000,000 37,998,204－

 

 

NikkoAM Asia Investment Series-NikkoAM Asia High Yield Bond Fundの状況

 

当受益証券は第１期計算期間が終了しておらず、現地において作成された監査済の財務諸表がないため、記載

事項はありません。
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２　ファンドの現況

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

 

純資産額計算書

 平成24年２月29日現在

Ⅰ　資産総額　　（円） 1,781,343,793

Ⅱ　負債総額　　（円） 134,439,627

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)　　（円） 1,646,904,166

Ⅳ　発行済数量　　（口） 1,605,841,089

Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ/Ⅳ）　　（円） 1.0256

 

＜参　考＞

純資産額計算書

マネープールマザーファンド

 平成24年２月29日現在

Ⅰ　資産総額　　（円） 85,356,645

Ⅱ　負債総額　　（円） 0

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)　　（円） 85,356,645

Ⅳ　発行済数量　　（口） 85,336,360

Ⅴ　１単位当り純資産額（Ⅲ/Ⅳ）　　（円） 1.0002
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１　委託会社等の概況

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

（１）資本金の額（平成24年３月末現在）

資本金の額　　　　　　　　　　　　　 1,550百万円

会社が発行する株式の総数　　　　　　　　50,000株

発行済株式総数　　　　　　　　　　　　　24,085株

最近５年間における主な資本金の額の増減

　平成21年12月29日　　　　資本金の額を1,200百万円から1,550百万円に増額しました。

 

（２）会社の機構（平成24年４月１日現在）

①　会社の意思決定機構

　定款に基づき３名以上20名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任は、発行済

株式総数のうち議決権を行使することができる株式数の３分の１以上にあたる株式を有する株主が

出席して、その過半数によって決し、累積投票によらないものとします。

　取締役の任期は、就任後１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとします。

補欠により就任した取締役の任期は、前任取締役の残任期間までとし、増員により就任した取締役の

任期は、他の取締役の残任期間と同一とします。

　取締役会は、取締役中より代表取締役を選任します。また、取締役の中から会長、社長、専務取締役及

び常務取締役を選任することができます。

　取締役会は、取締役社長が召集し、議長となります。取締役社長に事故あるときはあらかじめ取締役

会で定めた順序により、他の取締役がその任にあたります。取締役会の招集通知は開催日の少なくと

も３日前にこれを発します。ただし、緊急の必要のあるときはこの限りではありません。

　取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議

は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。

 

②　投資運用の意思決定機構

・投信投資戦略会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。

・各資産投資戦略会議は、投信投資戦略会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、運

用計画を策定します。

銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的にはこ

の投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉となる。」という当

社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するために、各々の「本来ある

べき投資価値」を分析することに注力しています。

・各資産投資戦略会議で策定された運用計画に基づき、トレーディング部が最良執行の観点から売買を

執行します。

・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、投信投資戦略会議に報告されます。また、売買チェック、

リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確認を行い、コ

ンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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２　事業の内容及び営業の概況

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら

びに証券投資信託の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に

定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。

　委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は平成24年３月末現在、計75本（追加型株式投

資信託71本、単位型株式投資信託４本）であり、その純資産総額の合計は256,165百万円です。

 

　　次へ
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３　委託会社等の経理状況

以下の内容に更新・訂正します。

＜更新・訂正後＞

 

１．委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下、「委託会社」という。）

の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）、ならびに、同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内

閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

　また、委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号）、ならびに、同規則第38条第１項及び第57条第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等

に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。

　なお、第25期（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第26

期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づき作成しておりま

す。

 

２．財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

 

３．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第25期（自　平成21年４月１日　至　平

成22年３月31日）の財務諸表及び第26期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）の財務諸表につ

いて新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

　また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第27期中間会計期間（自　平成23年４月１日　

至　平成23年９月30日）の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人により中間監査を受けておりま

す。

 

　　次へ
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（１）貸借対照表

  
前事業年度

（平成22年３月31日現在）
当事業年度

（平成23年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１　現金・預金   877,030  1,405,679

２　前払費用   50,824  48,213

３　未収還付法人税等   1,581  －

４　未収委託者報酬   476,968  454,473

５　未収運用受託報酬   134,196  218,965

６　未収収益   －  24

７　その他   873  657

流動資産合計   1,541,475  2,128,013

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

(1）建物 ＊１  82,905  81,367

(2）器具備品 ＊１  51,683  47,612

有形固定資産合計   134,588  128,980

２　無形固定資産      

(1）電話加入権   4,535  4,535

(2）意匠権   －  15

無形固定資産合計   4,535  4,550

３　投資その他の資産      

(1）投資有価証券   19,525  25,013

(2）関係会社株式   －  41,085

(3）長期差入保証金   155,088  193,917

(4）その他   23  24

投資その他の資産合計   174,637  260,040

固定資産合計   313,761  393,571

資産合計   1,855,236  2,521,585
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前事業年度

（平成22年３月31日現在）
当事業年度

（平成23年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１　預り金   4,849  5,196

２　未払金      

(1）未払手数料 ＊２ 212,825  205,358  

(2）その他未払金 ＊２ 55,836 268,661 81,409 286,767

３　未払費用 ＊２  115,162  165,776

４　未払消費税等   2,553  21,571

５　未払法人税等   5,952  7,947

６　賞与引当金   77,031  38,191

流動負債合計   474,211  525,451

Ⅱ　固定負債      

１　退職給付引当金   20,735  27,191

２　資産除去債務   －  7,233

３　繰延税金負債   315  －

固定負債合計   21,050  34,424

負債合計   495,262  559,876

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１　資本金   1,550,000  1,550,000

２　資本剰余金      

(1）資本準備金   504,824  504,824

(2）その他資本剰余金   －  840,448

資本剰余金合計   504,824  1,345,273

３　利益剰余金      

(1）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   △695,310  △931,993

利益剰余金合計   △695,310  △931,993

株主資本合計   1,359,514  1,963,280

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券評価差額金   460  △1,571

評価・換算差額等合計   460  △1,571

純資産合計   1,359,974  1,961,708

負債・純資産合計   1,855,236  2,521,585
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（２）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業収益      

１　委託者報酬  1,981,466  2,087,471  

２　運用受託報酬 ＊１ 847,2942,828,7611,119,6243,207,095

Ⅱ　営業費用      

１　支払手数料 ＊１ 905,690  983,355  

２　広告宣伝費  8,546  18,473  

３　公告費  1,105  4,353  

４　調査費  645,734  815,932  

(1）調査費 ＊１ 311,467  375,917  

(2）委託調査費 ＊１ 332,781  438,375  

(3）図書費  1,485  1,640  

５　営業雑経費  105,417  153,663  

(1）通信費  17,093  22,499  

(2）印刷費  81,793  124,238  

(3）諸会費  6,5301,666,4946,9261,975,779

Ⅲ　一般管理費      

１　給料  823,238  866,979  

(1）役員報酬 ＊２ 27,399  35,800  

(2）給料・手当  636,601  742,301  

(3）賞与  159,237  88,877  

２　福利厚生費  100,145  84,635  

３　交際費  1,872  2,994  

４　寄付金  100  100  

５　旅費交通費  18,119  24,139  

６　法人事業税  5,590  8,453  

７　租税公課  4,707  5,779  

８　不動産賃借料  157,467  193,932  

９　退職給付費用  14,274  23,281  

10　賞与引当金繰入  77,031  38,191  
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前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

11　固定資産減価償却費  31,867  43,760  

12　移転費用  31,195  －  

13　諸経費 ＊１ 164,1791,429,789146,9511,439,200

営業損失（△）   △267,522  △207,884

Ⅳ　営業外収益      

１　受取配当金  216  237  

２　受取利息  554  261  

３　有価証券売却益  －  362  

４　有価証券償還益  －  22  

５　為替差益  50  －  

６　雑益  3,379 4,200 1,432 2,315

Ⅴ　営業外費用      

１　為替差損  －  1,783  

２　有価証券償還損  32  －  

３　雑損  157 190 2 1,785

経常損失（△）   △263,512  △207,354

Ⅵ　特別利益  － － － －

Ⅶ　特別損失      

１　固定資産除却損 ＊３ 15,990  241  

２　その他特別損失 ＊４ 413,708429,698 26,796 27,038

税引前当期純損失（△）   △693,211  △234,392

法人税、住民税及び事業税   2,099  2,290

当期純損失（△）   △695,310  △236,682
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（３）株主資本等変動計算書

       （単位：千円）

      
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 株主資本   

  資本金   

   前期末残高 1,200,000 1,550,000

   当期変動額   

     新株の発行 350,000 －

     当期変動額合計 350,000 －

   当期末残高 1,550,000 1,550,000

  資本剰余金   

   資本準備金   

    前期末残高 202,677 504,824

    当期変動額   

     新株の発行 350,000 －

     
資本準備金からその他資本剰余金へ
の振替

△47,853 －

     当期変動額合計 302,146 －

    当期末残高 504,824 504,824

   その他資本剰余金   

    前期末残高 － －

    当期変動額   

     合併による増加 － 840,448

     
資本準備金からその他資本剰余金へ
の振替

47,853 －

     
その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

△47,853 －

     当期変動額合計 － 840,448

    当期末残高 － 840,448

   資本剰余金合計   

    前期末残高 202,677 504,824

    当期変動額   

     合併による増加 － 840,448

     新株の発行 350,000 －

     
その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

△47,853 －

     当期変動額合計 302,146 840,448

    当期末残高 504,824 1,345,273
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       （単位：千円）

      
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

  利益剰余金   

   利益準備金   

    前期末残高 33,895 －

    当期変動額   

     
利益準備金から繰越利益剰余金への
振替

△33,895 －

     当期変動額合計 △33,895 －

    当期末残高 － －

   繰越利益剰余金   

    前期末残高 △81,748 △695,310

    当期変動額   

     当期純損失（△） △695,310 △236,682

     
その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

47,853 －

     
利益準備金から繰越利益剰余金への
振替

33,895 －

     当期変動額合計 △613,562 △236,682

    当期末残高 △695,310 △931,993

   利益剰余金合計   

    前期末残高 △47,853 △695,310

    当期変動額   

     当期純損失（△） △695,310 △236,682

     
その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

47,853 －

     当期変動額合計 △647,457 △236,682

    当期末残高 △695,310 △931,993

  株主資本合計   

   前期末残高 1,354,824 1,359,514

   当期変動額   

    合併による増加 － 840,448

    新株の発行 700,000 －

    当期純損失（△） △695,310 △236,682

    当期変動額合計 4,689 603,765

   当期末残高 1,359,514 1,963,280
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       （単位：千円）

      
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金   

   前期末残高 △117 460

   当期変動額   

    
株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

577 △2,031

    当期変動額合計 577 △2,031

   当期末残高 460 △1,571

  評価・換算差額等合計   

   前期末残高 △117 460

   当期変動額   

    
株主資本以外の項目の事業年度中の変
動額（純額）

577 △2,031

    当期変動額合計 577 △2,031

   当期末残高 460 △1,571

 純資産合計   

  前期末残高 1,354,706 1,359,974

  当期変動額   

   合併による増加 － 840,448

   新株の発行 700,000 －

   当期純損失（△） △695,310 △236,682

   
株主資本以外の項目の事業年度中の変動
額（純額）

577 △2,031

   当期変動額合計 5,267 601,734

  当期末残高 1,359,974 1,961,708
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 １．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）　　　　　 ────── (1）子会社株式は、移動平均法による原価法に

よっております。

(2）その他有価証券のうち時価のあるものにつ

いては、決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法より算定）によっ

ております。

(2）同左

(3）その他有価証券のうち時価のないものにつ

いては、移動平均法による原価法によってお

ります。

(3）同左

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産除く） (1）有形固定資産（リース資産除く）

定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　　　　　　　　３～15年

器具備品　　　　　　　　　　３～20年

建物　　　　　　　　　　　　　　15年

器具備品　　　　　　　　　　３～20年

(2）リース資産 (2）リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のものについては、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。

同左

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基

準

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基

準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

同左
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４．引当金の計上基準 ４．引当金の計上基準

(1）賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てる

ため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を

計上しております。

(1）同左

(2）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末における要支給額を

計上しております。

退職給付債務の計算に当たっては、「退職給

付会計に関する実務指針」（日本公認会計士

協会　会計制度委員会報告第13号）に定める

簡便法によっております。

(2）同左

５．消費税等の会計処理方法 ５．消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。 同左

 

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用）

 　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３

月31日）を適用しております。

　これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ1,067

千円、税引前当期純損失は1,496千円増加しており

ます。

  

────── （企業結合に関する会計基準の適用）

 　当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　

平成20年12月26日）を適用しております。
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

────── （貸借対照表）

 　前事業年度まで区分掲記しておりました「未収

還付法人税等」（当事業年度548千円）は、資産の

総額の100分の１以下であるため、当事業年度より

流動資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年３月31日現在）

当事業年度
（平成23年３月31日現在）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお

りであります。

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は次のとお

りであります。

　

建物 6,200千円

器具備品 35,609千円

　

　

建物 21,783千円

器具備品 59,352千円

　

＊２．関係会社に対する主な資産・負債 ＊２．関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記されているもののほか、各科目に含

まれているものは次のとおりであります。

　区分掲記されているもののほか、各科目に含

まれているものは次のとおりであります。

　

未払手数料 2,857千円

その他未払金 10,000千円

　

　

その他未払金 10,000千円

未払費用 5,846千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

＊１．このうち関係会社との取引高は次のとおり

であります。

＊１．このうち関係会社との取引高は次のとおり

であります。

　

運用受託報酬 7,029千円

支払手数料 11,536千円

調査費 1,647千円

委託調査費 20,000千円

諸経費 494千円

　

　

運用受託報酬 4,157千円

支払手数料 5,745千円

調査費 721千円

委託調査費 53,500千円

諸経費 2,670千円

　

＊２．役員報酬の限度額は次のとおりでありま

す。

＊２．役員報酬の限度額は次のとおりでありま

す。

　

取締役　　年額 200,000千円以内

監査役　　年額 50,000千円以内

　

　

取締役　　年額 200,000千円以内

監査役　　年額 50,000千円以内

　

＊３．固定資産除却損は建物7,422千円、器具備品

8,567千円であります。

＊３．固定資産除却損は器具備品241千円であり

ます。

＊４．その他特別損失は、当社を委託会社とする

私募投資信託（既償還済）に係る仲裁判断に

基づき支払った金額であります。

　本件は、平成21年４月28日に、当社を委託会

社とする私募投資信託（既償還済）の関係者

より、第二東京弁護士会仲裁センターに解約

代金に係わる和解あっせんの申立てがなされ

たことに関連して、当社及び申立人らが進め

ておりました和解あっせん手続に関するもの

であります。当社及び和解あっせん申立人ら

による協議の結果、平成21年12月21日に仲裁

合意が成立し仲裁手続に移行し平成22年１月

22日になされた仲裁判断に基づいて、当社が

和解あっせん申立人らに対して支払いを行

い、これを特別損失として計上したものであ

ります。

＊４．その他特別損失は、受入出向者負担金の見

直しに伴う過年度影響額26,368千円、資産除

去債務会計基準の適用に伴う影響額428千円

であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

 

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 9,860株 7,000株 －株 16,860株

（注）当事業年度に増加しました7,000株は、平成21年12月29日に実施しました株主割当による新株発行であ

ります。

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

当事業年度　（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 16,860株 7,225株 －株 24,085株

（注）当事業年度に増加しました7,225株は、平成22年10月１日付のゼスト・アセットマネジメント株式会社

との合併に伴う新株発行であります。

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１．ファイナンス・リース取引 １．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容 (1）リース資産の内容

①　有形固定資産 ①　有形固定資産

器具備品であります。 同左

(2）リース資産の減価償却の方法 (2）リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償

却の方法」に記載のとおりであります。

同左

 

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のものについては、通常の賃

貸借処理に係る方法に準じた会計処理に

よっており、その内容は次のとおりであり

ます。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース

取引のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のものについては、通常の賃

貸借処理に係る方法に準じた会計処理に

よっており、その内容は次のとおりであり

ます。

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 22,549 13,319 9,229

合計 22,549 13,319 9,229

　

 

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 22,549 17,829 4,720

合計 22,549 17,829 4,720

　

②　未経過リース料期末残高相当額等 ②　未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 4,716千円

１年超 5,141千円

合計 9,857千円

　

 

１年内 4,254千円

１年超 886千円

合計 5,141千円

　

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

③　支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

 

支払リース料 5,699千円

減価償却費相当額 5,076千円

支払利息相当額 598千円

　

 

支払リース料 5,069千円

減価償却費相当額 4,509千円

支払利息相当額 353千円
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

④　減価償却費相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

同左

⑤　利息相当額の算定方法 ⑤　利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。

同左

（減損損失について） （減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあ

りません。

同左
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（金融商品関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

（追加情報）

　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しておりま

す。

 

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容できる範囲

内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上

による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。

　長期差入保証金は本社事務所にかかる敷金であります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

　当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

　価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況について経理担当部が取締役

会等へ報告し、適切に管理を行っております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成22年３月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注２．参

照）。

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1）現金・預金 877,030 877,030 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 3,775 3,775 －

資産計 880,806 880,806 －

注１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資　産

(1）現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2）投資有価証券

時価については、公表されている基準価額によっております。
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注２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
貸借対照表計上額
（千円）

①　非上場株式 15,750

②　長期差入保証金 155,088

①　非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2）

投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

②　本社事務所の敷金である長期差入保証金は、当初から長期の入居を考えていることから退去年月

を想定できないため、時価開示の対象としておりません。

注３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1）預金 876,774 － － －

(2）投資有価証券     

その他有価証券のうち
満期があるもの

    

株式 － － － －

債券 － － － －

その他 1,028 1,534 － －

合計 877,802 1,534 － －

注４．社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容できる範囲

内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上

による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。

　長期差入保証金は本社事務所にかかる敷金であります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

　当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

　価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用管理規程

に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注２．参照）。

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1）現金・預金 1,405,679 1,405,679 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 9,263 9,263 －

資産計 1,414,942 1,414,942 －

注１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資　産

(1）現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2）投資有価証券

時価については、取引金融機関等から提示された基準価額によっております。

注２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
貸借対照表計上額
（千円）

①　非上場株式 15,750

②　関係会社株式 41,085

③　長期差入保証金 193,917

①　非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2）

投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

②　関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価

開示の対象としておりません。

③　本社事務所の敷金である長期差入保証金は、当初から長期の入居を考えていることから退去年月

を想定できないため、時価開示の対象としておりません。

注３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

(1）預金 1,405,302 － － －

(2）投資有価証券     

その他有価証券のうち
満期があるもの

    

株式 － － － －

債券 － － － －

その他 － － － 8,408

合計 1,405,302 － － 8,408

注４．社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。
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（有価証券関係）

前事業年度（平成22年３月31日現在）

 

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式

該当事項はありません。

 

４．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 3,775 3,000 775

小　計 3,775 3,000 775

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小　計 － － －

合計 3,775 3,000 775

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　　至　平成22年３月31日）

該当事項はありません。
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当事業年度（平成23年３月31日現在）

 

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式（子会社株式　貸借対照表計上額41,085千円）は、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

４．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小　計 － － －

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 9,263 10,835 △1,571

小　計 9,263 10,835 △1,571

合計 9,263 10,835 △1,571

 

５．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

種類
売却額
（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 2,362 366 4

合計 2,362 366 4

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前事業年度
（平成22年３月31日現在）

当事業年度
（平成23年３月31日現在）

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金

制度を採用しております。

同左

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項

　

退職給付債務 20,735千円

退職給付引当金 20,735千円

　

　

退職給付債務 27,191千円

退職給付引当金 27,191千円

　

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項

　

勤務費用等 14,274千円

退職給付費用 14,274千円

　

　

勤務費用等 23,281千円

退職給付費用 23,281千円

　

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　該当事項はありません。 同左

５．当社は、退職給付債務及び退職給付費用の算

定方法として簡便法を採用しております。

５．同左

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年３月31日現在）

当事業年度
（平成23年３月31日現在）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な

原因別の内訳

　

 （単位：千円）

繰延税金資産  

繰越欠損金 356,999

ソフトウェア損金算入限度
超過額

54,329

賞与引当金 31,344

退職給付引当金 8,437

未払費用否認 3,327

繰延資産償却超過額 2,395

未払事業税否認 1,568

未払事業所税否認 481

その他 136

繰延税金資産小計 459,019

評価性引当額 △459,019

繰延税金資産合計 －

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △315

繰延税金負債合計 △315

繰延税金資産（負債）の純額 △315

　

　

 （単位：千円）

繰延税金資産  

繰越欠損金 451,478

ソフトウェア損金算入限度
超過額

64,476

未払費用否認 15,722

賞与引当金 15,540

退職給付引当金 11,064

その他 8,882

繰延税金資産小計 567,163

評価性引当額 △564,829

繰延税金資産合計 2,334

  

繰延税金負債  

固定資産除去価額 △2,334

繰延税金負債合計 △2,334

繰延税金資産（負債）の純額 －

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との間に重要な差異があるときの、当

該差異の原因となった主要な項目別の内訳

　当期は税引前当期純損失であるため、記載を省

略しております。

同左
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（企業結合等関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　　至　平成22年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成22年４月１日　　至　平成23年３月31日）

共通支配下の取引等

１．取引の概要

(1）結合当事企業及び当該事業の内容

結合当事企業の名称　　　　ゼスト・アセットマネジメント株式会社

事業の内容　　　　　　　　投資顧問業

(2）企業結合日

平成22年10月１日

(3）企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式

(4）結合後企業の名称

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

(5）その他取引の概要に関する事項

　平成22年４月１日に株式会社損害保険ジャパンと日本興亜損害保険株式会社は、株式移転により

共同持株会社であるNKSJホールディングス株式会社を設立し経営統合いたしました。当社はNKSJグ

ループの資産運用機能の集中及び強化を図る目的で、平成22年10月１日に日本興亜損害保険株式会

社の子会社であるゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併いたしました。

 

２．実施した会計処理の概要

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日）に基

づく、共通支配下の取引として会計処理を行っております。
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（資産除去債務関係）

当事業年度末（平成23年３月31日現在）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.68％～1.79％を使用して資産除去債務の金額を計

算しております。

３．当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

 前事業年度末残高（注） 5,685千円

 有形固定資産の取得等に伴う増加額 1,438千円

 時の経過による調整額 109千円

 資産除去債務の履行による減少額 －千円

 その他増減額 －千円

 当事業年度末残高 7,233千円

 

（注）当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20

年３月31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。
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（セグメント情報等）

（追加情報）

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月

21日）を適用しております。

 

セグメント情報

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載

を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

　本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、

記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の氏名又は名称 営業収益 関連するセグメント名

損保ジャパンひまわり生命保険株式会社 167,685 －

日本興亜損害保険株式会社 106,182 －

株式会社損害保険ジャパン 73,474 －
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（関連当事者情報）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等  （単位：千円、千米ドル）

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

親会社
株式会社
損害保険
ジャパン

東京都
新宿区

70,000,000損害保険業
（被所有）
直接70％

１．株主割当増資による新
株の発行（注１）

増資の受け
入れ

490,000－ －

２．投資顧問契約に基づく
資産運用の助言及び一任
（注２）

運用受託報
酬の受取り

7,029－ －

３．投資信託に係る事務代
行の委託等（注３）

投信代行手
数料の支払
い

11,536
未払
手数料

2,857

４．保険契約（注４）
損害保険料
の支払い

494 － －

５．LANの利用（注５）
LAN利用料
の支払い

1,647－ －

その他の
関係会社

The TCW 
Group,Inc.

米国
カリフォ
ルニア州

US$195,297
資産運用会社
（持株会社）

（被所有）
直接30％

１．株主割当増資による新
株の発行（注１）

増資の受け
入れ

210,000－ －

２．株式投資に関する情報
提供契約（注６）

情報料の支
払い

20,000
その他
未払金

10,000

注１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）株主割当増資による新株の発行は、平成21年12月29日を払込期日として、１株当り100,000円の発行価額で

7,000株の新株発行を行ったものであります。

（注２）運用受託報酬の受取りについては一般的取引条件によっております。

（注３）代行手数料の支払いについては市場動向等を勘案し、協議の上決定しております。

（注４）損害保険料の支払いについては一般的取引条件によっております。

（注５）LAN利用料の支払いについては両社が合意した合理的に妥当と考えられる条件によっております。

（注６）情報料の支払いについては市場動向等を勘案し、協議の上決定しております。

 

(2）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

子会社及び関連会社等との取引はありません。
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(3）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     （単位：千円、千米ドル）

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

同一の
親会社を
持つ会社

損保ジャパン
ひまわり生命
保険株式会社

東京都
新宿区

17,250,000生命保険業 －

１．投資顧問契約に基づく
資産運用の一任（注１）

運用受託報
酬の受取り

153,065
未収運用
受託報酬

83,134

２．団体定期保険の契約
（注２）

生命保険料
の支払い

648 － －

同一の
親会社を
持つ会社

損保ジャパン
DC証券
株式会社

東京都
新宿区

3,000,000
確定拠出
年金業

－

１．投資顧問契約に基づく
資産運用の助言（注３）

投資顧問料
の支払い

27,766未払費用 6,300

２．投資信託に係る事務代
行の委託等（注４）

投信代行手
数料の支払
い

214,049
未払
手数料

52,605

その他の
関係会社
の子会社

TCW 
Investment 
Management 
Company

米国
カリフォ
ルニア州

US$25
投資顧問業
及び投資信
託委託業

－
投資顧問契約に基づく資産
運用の一任（注３）

投資顧問料
の支払い

51,962未払費用 16,264

注１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）運用受託報酬の受取りについては一般的取引条件によっております。

（注２）生命保険料の支払いについては一般的取引条件によっております。

（注３）投資顧問料の支払いについては市場動向等を勘案し、協議の上決定しております。

（注４）代行手数料の支払いについては市場動向等を勘案し、協議の上決定しております。

 

(4）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

株式会社損害保険ジャパン（当事業年度末においては、金融商品取引所には上場しておりません。）

 

(2）重要な関連会社の要約財務情報

関連会社はありません。
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当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

記載すべき重要な取引はありません。

 

(2）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

記載すべき重要な取引はありません。

 

(3）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     （単位：千円）

種類 会社等の名称 所在地 資本金 事業の内容

議決権等
の所有
（被所有）
割合

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

同一の
親会社を
持つ会社

日本興亜損害
保険株式会社

東京都
千代田区

91,249,000損害保険業 －
投資顧問契約に基づく資産
運用の一任（注１）

運用受託報
酬の受取り

106,182
未収運用
受託報酬

52,949

注１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）運用受託報酬の受取りについては一般的取引条件によっております。

 

(4）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

NKSJホールディングス株式会社（東京証券取引所・大阪証券取引所に上場）

　なお、当社の親会社は平成22年10月１日付で株式会社損害保険ジャパンからNKSJホールディングス株式

会社に異動しております。

 

(2）重要な関連会社の要約財務情報

関連会社はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

　

１株当たり純資産額 80,662.77円

１株当たり当期純損失金額（△） △57,025.37円

　

　

１株当たり純資産額 81,449.39円

１株当たり当期純損失金額（△） △11,561.28円

　

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額

については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純損失金額

については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

 

（注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

当期純損失（△）（千円） △695,310 △236,682

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △695,310 △236,682

期中平均株式数（株） 12,193 20,472

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　　次へ
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中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

  
第27期中間会計期間
（平成23年９月30日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）  

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

1 現金・預金   1,471,054   

2 未収委託者報酬   421,645   

3 未収運用受託報酬   399,746   

4 未収収益   38   

5 その他   63,205   

流動資産合計   2,355,690   

Ⅱ　固定資産      

1 有形固定資産 ※１  110,561   

2 無形固定資産   4,543   

3 投資その他の資産      

(1）長期差入保証金   193,917   

(2）その他   66,702   

投資その他の資産合計   260,619   

固定資産合計   375,725   

資産合計   2,731,415   
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第27期中間会計期間
（平成23年９月30日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）  

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

1 預り金   5,329   

2 未払金      

(1）未払手数料   184,958   

(2）その他未払金   86,311   

未払金合計   271,270   

3 未払費用   230,761   

4 未払法人税等   6,551   

5 賞与引当金   45,274   

6 その他 ※２  33,575   

流動負債合計   592,762   

Ⅱ　固定負債      

1 退職給付引当金   32,087   

2 資産除去債務   7,297   

固定負債合計   39,385   

負債合計   632,147   

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

1 資本金   1,550,000   

2 資本剰余金      

(1）資本準備金   413,280   

資本剰余金合計   413,280   

3 利益剰余金      

(1）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   136,984   

利益剰余金合計   136,984   

株主資本合計   2,100,264   

Ⅱ　評価・換算差額等      

1 その他有価証券評価差額金   △996   

評価・換算差額等合計   △996   

純資産合計   2,099,268   

負債・純資産合計   2,731,415   
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(2) 中間損益計算書

  
第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）  

Ⅰ　営業収益      

1 委託者報酬  1,162,976    

2 運用受託報酬  1,076,4802,239,456   

Ⅱ　営業費用      

1 支払手数料  547,767    

2 広告宣伝費  8,914    

3 公告費  1,006    

4 調査費  526,024    

(1）調査費  249,238    

(2）委託調査費  275,220    

(3）図書費  1,565    

5 営業雑経費  72,852    

(1）通信費  10,991    

(2）印刷費  55,612    

(3）諸会費  6,2491,156,564   

Ⅲ　一般管理費      

1 給料  608,611    

(1）役員報酬  21,499    

(2）給料・手当  566,120    

(3）賞与  20,991    

2 福利厚生費  43,420    

3 交際費  2,952    

4 旅費交通費  16,241    

5 法人事業税  5,406    

6 租税公課  4,006    

7 不動産賃借料  115,821    

8 退職給付費用  16,588    

9 賞与引当金繰入  45,274    

10 固定資産減価償却費 ※１ 19,598    

11 諸経費  64,225 942,147   

営業利益   140,744   
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第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）  

Ⅳ　営業外収益      

1 受取配当金  90    

2 受取利息  99    

3 雑益  20 209   

Ⅴ　営業外費用      

1 為替差損  815    

2 雑損  2,008 2,824   

経常利益   138,130   

Ⅵ　特別利益  － －   

Ⅶ　特別損失  1 1   

税引前中間純利益   138,129   

法人税、住民税及び事業税   1,145   

中間純利益   136,984   
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(3) 中間株主資本等変動計算書

       （単位：千円）

       
第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

 株主資本   

  資本金   

   当期首残高  1,550,000

   当中間期変動額   

    当中間期変動額合計  －

   当中間期末残高  1,550,000

  資本剰余金   

   資本準備金   

    当期首残高  504,824

    当中間期変動額   

     
資本準備金からその他資本剰余金へ
振替

 △91,544

     当中間期変動額合計  △91,544

    当中間期末残高  413,280

   その他資本剰余金   

    当期首残高  840,448

    当中間期変動額   

     
資本準備金からその他資本剰余金へ
振替

 91,544

     欠損填補  △931,993

     当中間期変動額合計  △840,448

    当中間期末残高  －

   資本剰余金合計   

    当期首残高  1,345,273

    当中間期変動額   

     欠損填補  △931,993

     当中間期変動額合計  △931,993

    当中間期末残高  413,280

  利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

    当期首残高  △931,993

    当中間期変動額   

     欠損填補  931,993

     中間純利益  136,984

     当中間期変動額合計  1,068,977

    当中間期末残高  136,984
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       （単位：千円）

       
第26期中間会計期間

（自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日）

   利益剰余金合計   

    当期首残高  △931,993

    当中間期変動額   

     欠損填補  931,993

     中間純利益  136,984

     当中間期変動額合計  1,068,977

    当中間期末残高  136,984

  株主資本合計   

   当期首残高  1,963,280

   当中間期変動額   

    中間純利益  136,984

    当中間期変動額合計  136,984

   当中間期末残高  2,100,264

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金   

   当期首残高  △1,571

   当中間期変動額   

    株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） 574

    当中間期変動額合計  574

   当中間期末残高  △996

  評価・換算差額等合計   

   当期首残高  △1,571

   当中間期変動額   

    株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） 574

    当中間期変動額合計  574

   当中間期末残高  △996

 純資産合計   

  当期首残高  1,961,708

  当中間期変動額   

   中間純利益  136,984

   株主資本以外の項目の中間会計期間中の変動額（純額） 574

   当中間期変動額合計  137,559

  当中間期末残高  2,099,268
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重要な会計方針

項目
第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券

 (1）子会社株式は、移動平均法による原価法に

よっております。

 (2）その他有価証券のうち、時価のあるものにつ

いては、中間会計期間末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額金は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）

によっております。

 (3）その他有価証券のうち、時価のないものにつ

いては、移動平均法による原価法によっており

ます。

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法を採用しております。

 　なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

 建物　　　　　　15年

器具備品　　　　３～20年

 (2）リース資産

 　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前のものについては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基

準

　外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

 　従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込

額の当中間会計期間負担額を計上しておりま

す。

 (2）退職給付引当金

 　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備える

ため、当中間会計期間末における要支給額を計

上しております。

　退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付

会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会

　会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法

によっております。

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。
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追加情報

第27期中間会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用し

ております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
第27期中間会計期間
（平成23年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 100,612千円

※２　消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流

動負債の「その他」に含めて表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

項目
第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

※１　減価償却実施額 有形固定資産　　　　　　　　　　　19,591千円

 無形固定資産　　　　　　　　　　　　　 7千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

　第27期中間会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 24,085 － － 24,085

合計 24,085 － － 24,085

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．配当に関する事項

　当中間会計期間における剰余金の配当金支払額はありません。
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（リース取引関係）

第27期中間会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１．ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1）リース資産の内容

①有形固定資産

　器具備品であります。

(2）リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前

のものについては、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次の

とおりであります。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高

相当額
　

 
取得価額相当額

（千円）

減価償却累計額

相当額（千円）

中間期末残高相当額

（千円）

器具備品 19,039 16,574 2,465

合計 19,039 16,574 2,465

　
②未経過リース料中間期末残高相当額

　

１年内 2,698千円

１年超 －千円

合計 2,698千円

　
③支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

　

支払リース料 2,534千円

減価償却費相当額 2,254千円

支払利息相当額 92千円

　
④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（金融商品関係）

　第27期中間会計期間（平成23年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　平成23年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注２．参照）。

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時　価
（千円）

差　額
（千円）

(1）現金・預金 1,471,054 1,471,054 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 9,838 9,838 －

資産計 1,480,892 1,480,892 －

注１．金融商品の時価の算定方法

資　産

(1）現金・預金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2）投資有価証券

　時価については、取引金融機関等から提示された基準価額によっております。

 

注２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）

①非上場株式 15,750

②関係会社株式 41,085

①非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2）投資有価証

券　その他有価証券」には含めておりません。

②関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象

としておりません。
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（有価証券関係）

　第27期中間会計期間（平成23年９月30日）

１．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

２．子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式41,085千円）は、市場価格がなく、

時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

３．その他有価証券

 種　　類
中間貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差　額
（千円）

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小　計 － － －

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 9,838 10,835 △　996

小　計 9,838 10,835 △　996

合計 9,838 10,835 △　996

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

　第27期中間会計期間（平成23年９月30日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

 当事業年度期首残高 7,233千円

 時の経過による調整額 64千円

 当中間会計期間末残高 7,297千円

 

（セグメント情報等）

［セグメント情報］

第27期中間会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

　当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

［関連情報］

第27期中間会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

　本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えているため、記載を省略し

ております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えてい

るため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

   （単位：千円）

 顧客の氏名又は名称 営業収益 関連するセグメント名

 株式会社損害保険ジャパン 313,317 －

 日本興亜損害保険株式会社 256,513 －

 損保ジャパンひまわり生命保険株式会社（注） 85,521 －

（注）損保ジャパンひまわり生命保険株式会社は、平成23年10月１日に日本興亜生命保険株式会社と

合併し、商号をNKSJひまわり生命保険株式会社に変更しております。
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（１株当たり情報）

第27期中間会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり純資産額 87,160円80銭

１株当たり中間純利益金額 5,687円55銭

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

 

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
第27期中間会計期間

（自　平成23年４月１日
至　平成23年９月30日）

中間純利益 136,984千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る中間純利益 136,984千円

普通株式の期中平均株式数 24,085株

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

（略）

(２) 販売会社

　該当事項はありません。なお、当ファンドの委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメ

ント株式会社が、自己の発行した当ファンドの受益権を自ら募集し、販売会社としての役割を有する

場合があります。

＜訂正後＞

（略）

(２) 販売会社

（単位：百万円、平成23年９月末現在）

名　称 資本金の額 事業の内容

株式会社ＳＢＩ証券 47,937

「金融商品取引法」に定める第一種金融

商品取引業を営んでいます。

高木証券株式会社 11,069

内藤証券株式会社 3,002

新潟証券株式会社 600

フィデリティ証券株式会社 5,207

株式会社みずほ銀行 700,000
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社トマト銀行 14,310

※当ファンドの委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社が、自己の発行した当

ファンドの受益権を自ら募集し、販売会社としての役割を有する場合があります。
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独立監査人の監査報告書

 

 

  平成２２年６月１１日

損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社  

取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大村　真敏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 羽柴　則央　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社の平成２１年４

月１日から平成２２年３月３１日までの第２５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態及び

同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと

認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上

 

（注）上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
 

平成２４年４月６日

 

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

取締役会　　御　中

 

 新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 英　　　公　一　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　村　真　敏　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているアジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコースの
平成２４年１月２５日から平成２４年２月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財
務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコースの平成２４年２月１０日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
 
利害関係
　損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員と
の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　　上
 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
 

　　次へ

EDINET提出書類

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

78/81



独立監査人の監査報告書

 

  平成２３年６月２日

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社  

 取締役会　御中   

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 

 
公認会計士 大村　真敏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 

 
公認会計士 羽柴　則央　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社

等の経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（旧会社名　損

保ジャパン・アセットマネジメント株式会社）の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの

第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監

査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対

する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め

ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査

法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（旧会社名　損保ジャパン・アセットマネジ

メント株式会社）の平成２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

（注）上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

原本は当社が別途保管しております。

 
　　次へ
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独立監査人の中間監査報告書

 

 

  平成２３年１１月２５日

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社  

取締役会　御中  

 

 新日本有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大村　真敏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 羽柴　則央　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２

３年４月１日から平成２４年３月３１日までの第２７期事業年度の中間会計期間（平成２３年４月

１日から平成２３年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して

中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監

査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体とし

て中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないか

どうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実

施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と

比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断に

より、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内

部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際

して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２３年９月３０日

現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２３年４月１日から平成２３年９月

３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上

 

（注）上記は、当社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであ

り、その原本は当社が別途保管しております。
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